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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年４月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

2-3-1 一般管理費等率の

改定
３節 一般管理費等

２ 一般管理費等率の補正

２－２ 補正後の一般管理費等率の算定

補正後の一般管理費等率の算定は、下式によるものとする。

ＧＰ'＝γ×ＧＰ （小数３位四捨五入）

ここに、
ＧＰ'：補正後の一般管理費等率
ＧＰ ：「表－④ 一般管理費等率」により求めた一般管理費等率（％）

γ ：前払金支出割合による一般管理費等率の補正係数

表－④ 一般管理費等率

対 象 額 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの

算定式により算出された率とする
適 用 ただし、定数値は下記による

下記の率とする 下記の率とする
区 分 等

ａ ｂ

一般管理費等率 ２２.７２％ －５.４８９７２ ５９.４９７７ ７.４７％

一般管理費等率の算定式

ＧＰ ＝ ａ logＣＰ＋ｂ （小数３位四捨五入）

ただし

ＧＰ ：一般管理費等率（％）

ＣＰ ：工事原価（円）

３節 一般管理費等

２ 一般管理費等率の補正

２－２ 補正後の一般管理費等率の算定

補正後の一般管理費等率の算定は、下式によるものとする。

ＧＰ'＝γ×ＧＰ （小数３位四捨五入）

ここに、
ＧＰ'：補正後の一般管理費等率
ＧＰ ：「表－④ 一般管理費等率」により求めた一般管理費等率（％）

γ ：前払金支出割合による一般管理費等率の補正係数

表－④ 一般管理費等率

対 象 額 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの

算定式により算出された率とする
適 用 ただし、定数値は下記による

下記の率とする 下記の率とする
区 分 等

ａ ｂ

一般管理費等率 ２３.５７％ －４.９７８０２ ５６.９２１０１ ９.７４％

一般管理費等率の算定式

ＧＰ ＝ ａ logＣＰ＋ｂ （小数３位四捨五入）

ただし

ＧＰ ：一般管理費等率（％）

ＣＰ ：工事原価（円）



令和４年４月１日以降入札の工事から適用


